
全 員 協 議 会 

令 和 6年 5月 2 4日 (金 ) 

  1 0時 0 0分 ～  時  分 

全 員 協 議 会 室 

                             

〔出席議員〕  

   笹田議長、川神副議長 

   肥後議員、村木議員、大谷議員、三浦議員、沖田議員、村武議員、川上議員、 

柳楽議員、串﨑議員、小川議員、上野議員、布施議員、岡本議員、芦谷議員、 

永見議員、佐々木議員、田畑議員、西田議員、牛尾議員 

〔執行部〕 

久保田市長、砂川副市長、岡田教育長、山根総務部長、草刈教育部長 

〔事務局〕 下間局長、松井次長、大下書記 

 

【開会前：全国市議会議長会・中国市議会議長会 表彰の伝達】 

 

議 題 

1 執行部報告事項 

 

2 議会運営における留意事項について（一般質問の時間・議案質疑の回数変更等） 

 

3 市議会ホームページ等における議会情報の公開について 

 

4 災害時における議員安否確認等の情報共有訓練の実施について（浜田市議会防災訓練） 

 

5 はまだ議会だよりの「委員会活動レポート」について 

 

6 その他 

（1）自由討議について 

（2）議会運営委員会主催 議員研修会について 

（日時：令和6年6月11日（火）13時30分～15時30分 場所：全員協議会室） 

（3）その他 

 

(1) 令和6年度浜田市総合防災訓練について (総 務 部) 

(2) 浜田市内県立高校3校共同寄宿舎（男子）の運営状況について (教育委員会) 

(3) 石見神楽の保存・伝承に向けた検討について (教育委員会) 

(4) その他  



 
令和 6年度浜田市総合防災訓練について 

 

 下記のとおり訓練を計画していますので、報告します。 

 なお、大雨等の実災害のおそれがある場合は、中止します。 

 

記 

 

1 目的 

⑴ 市民は、水害・土砂災害が発生する危険が迫ったときに浜田市が発令する 

「高齢者等避難」等の避難情報を受け、避難行動を開始すること。また、避 

難所までの安全な経路や非常持ち出し品を確認すること。 

⑵ 市は、災害対策（警戒）本部を設置し、時間経過とともに付与される被害 

情報の収集、判断、対応を繰り返すことで、災害対応力の向上を図ること。 

 

2 日時 

令和 6年 6月 2日（日）  

   市民の避難訓練は、8時 45分「高齢者等避難」発令から 10時 30分まで 

市の災害対策（警戒）本部運営訓練は午前 8時から 12時まで 

 

3 場所 

浜田市全域 

 

4 訓練概要 

市内各地域において、自主防災組織及び町内会等が主体となる避難訓練を実 

施する。また、市職員が避難所の開設を行い、避難者の受入れを行う。 

 あわせて、浜田市役所本庁舎、各支所庁舎において災害対策（警戒）本部運 

営訓練を実施する。 

   さらに、避難訓練実施後や避難訓練への参加が難しい自主防災組織や町内会 

等を対象に、防災出前講座を開催する。講座では、食料備蓄等についての話の 

ほか、応急手当、AEDや消火器の使い方の実技等を行う。 

 

5 その他 

  津波避難訓練は、浜田・三隅地域で令和 6年 11月頃に実施予定。 

 

（裏面あり） 

令和 6 年 5 月 2 4 日 

全 員 協 議 会 資 料 

総 務 部 防 災 安 全 課 



令和 6年度 浜田市総合防災訓練の流れ 

  

 

令和 6年 6月 2日（日） 

 

市民の避難訓練            災害対策（警戒）本部訓練 

 

 

 

8:00 

8:40 災害警戒本部設置 

8:45 「高齢者等避難」発令 
避難訓練 

※ 避難所等への避難開始 

    ↓ 

避難所等へ到着 

↓ 

人数確認等 

※ 自宅の 2階以上・自宅待機等 

 

災害対策本部設置 8:50 

10:30 避難所閉所 

（避難訓練終了） 

12:00 

11:05 

8:55 「避難指示」発令 

Hinannsiji  

 

「緊急安全確保」発令 

災害対策本部訓練終了 

情報収集・伝達訓練 

（市民への発令無し） 

避難が完了した避難所等は適宜解散 

時間 



 

浜田市内県立高校 3校共同寄宿舎（男子）の運営状況について 

 令和 6年 4月から、共同寄宿舎の運営を開始したので報告します。 
 
1 施設概要 

 （1）所在地  浜田市高佐町 529（旧山陰合同銀行高佐寮） 

 （2）施 設  鉄筋 3階建 

 （3）受入規模 2人部屋：16室(32人)、舎監室：1室、食堂・談話スペース：1室 

 （4）設備等    

居室 
冷暖房(エアコン)、机椅子、電気スタンド、衣類収納

BOX、ベット、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、Wi-Fi。 

舎監室 3人シフト体制 

厨房・食堂 食堂有り。調理は浜田高校県立寄宿舎の厨房を使用する。 

浴室・トイレ 各居室に有り。 

静養室 食堂室の内、1室を使用する。 

共有スペース 食堂・談話室を使用。 

防犯設備 防犯カメラ 3台。１階各階段入口 3箇所に設置。 

 

2 令和 6年度 共同寄宿舎の入寮状況 （令和 6年度定員：22人） 

浜田高校 22人、浜田商業高校 0人、浜田水産高校 0人、合計 22人 

 人数 市内 県内 県外 

1年生 11人 0人 0人 11人 

2年生 10人 0人 3人 7人 

3年生 1人 0人 0人 1人 

合計 22人 0人 3人 19人 

 

3 令和 6年度 市内県立高校の入寮状況 

(1)浜田高校（男子） 

 
全体（男子） 県立寄宿舎（定員 52 人） 市共同寄宿舎（定員 22 人） 

合計 市内 県内 県外 合計 市内 県内 県外 合計 市内 県内 県外 

1年生 15 人 0 人 1 人 14 人 4 人 0 人 1 人 3 人 11 人 0 人 0 人 11 人 

2年生 26 人 2 人 8 人 16 人 16 人 2 人 5 人 9 人 10 人 0 人 3 人 7 人 

3年生 7 人 0 人 1 人 6 人 6 人 0 人 1 人 5 人 1 人 0 人 0 人 1 人 

合 計 48 人 2 人 10 人 36 人 26 人 2 人 7 人 17 人 22 人 0 人 3 人 19 人 
 

(2)浜田高校（女子）        (3)浜田水産高校 ※男子のみ 

 
県立寄宿舎（定員 36 人）  

 
県立寄宿舎（定員 42 人） 

合計 市内 県内 県外  合計 市内 県内 県外 

1年生 1 人 0 人 1 人 0 人   1年生 13 人 0 人 2 人 11 人 

2年生 4 人 2 人 2 人 0 人  2年生 7 人 0 人 2 人 5 人 

3年生 5 人 2 人 3 人 0 人  3年生 14 人 0 人 6 人 8 人 

合 計 10 人 4 人 6 人 0 人  合 計 34 人 0 人 10 人 24 人 
 

令和 6 年 5 月 24 日 

議会全員協議会資料 

教育委員会学校教育課 



 

 

石見神楽の保存・伝承に向けた検討について 
 

石見神楽、神楽団体、神楽関連産業等の保存・伝承に向けて、石見神楽伝承内容検討

専門委員会（以下「専門委員会」という。）を立ち上げ、行政と民間がそれぞれどのよう

な取組を進めるべきかや、行政が行うべき情報発信の内容や方法等について検討し、こ

れらを取りまとめ、市に対して提言書として提出していただく予定です。 

市は、専門委員会からの提言内容を具現化するための仕組みや方法等を検討し、公表

する予定です。 

 

1 専門委員会メンバー 

№ 選出区分 団体・役職等 氏名 

1 学識経験者 公立大学法人島根県立大学 准教授 豊田 知世 

2 学識経験者 
松江市文化財課歴史史料専門調査員 

浜田市文化財審議会委員 
浅沼 政誌 

3 学識経験者 
石見銀山資料館 館長 

浜田市文化財審議会委員 
仲野 義文 

4 神楽団体 浜田石見神楽社中連絡協議会 小川 徹 

5 神楽団体 金城町石見神楽社中連絡協議会 会長 山本 泰介 

6 神楽団体 旭町石見神楽保存会 会長 大賀 俊輔  

7 神楽団体 弥栄町石見神楽社中連絡協議会 梅津 里美 

8 神楽団体 三隅町石見神楽社中協議会 会長 丸山 洋司 

9 子ども神楽関係団体 どんちっちサポート IWAMI 副会長 川神 丈尚 

10 神楽産業 植田蛇胴製作所 代表 植田 倫吉 

11 神楽産業 柿田勝郎面工房 代表 柿田 兼志 

12 神楽産業 細川衣裳店 小林 龍希 

13 情報発信関係 
石見ケーブルビジョン株式会社 

代表取締役社長 
福浜 秀利 

14 教育関係 浜田市校長会（弥栄小学校 校長） 真島 陽一 

 

 

令 和 6 年 5 月 2 4 日 
議 会 全 員 協 議 会 資 料 
教 育 委 員 会 文 化 振 興 課 
神 楽 文 化 伝 承 室 



 

2 専門委員会のスケジュール及び検討内容（案） 

回 開催日時・場所 内容（案） 

第 1回 

5月 24日(金) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館 

・会長・副会長の選任 

・石見神楽の保存・伝承に向けて必要な取組に 

 関する意見交換 

第 2回 

6月 27日(木) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館) 

・第 1回の意見交換の内容を踏まえ、石見神楽の

保存・伝承に向けて、行政と民間がそれぞれ行

うべき取組や行政が行うべき情報発信の内容

や方法等について検討を行い、取りまとめる。 

第 3回 

7月 30日(火) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館 

第 4回 

8月 27日(火) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館 

第 5回 

9月 26日(木) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館 

・第 1 回～第 4 回で取りまとめた内容について

提言書に盛り込む内容の検討を行う。 

第 6回 

10月 30日(水) 

18：30～20：30(予定) 

中央図書館 

・提言書の最終調整 

・市長・教育長に対して提言書提出 

※ 第 1回専門委員会は、コンサル委託前に実施。 

 

3 コンサル委託業務（公募型プロポーザル） 

（1）業務名  石見神楽伝承方法提案業務 

（2）業務内容 専門委員会からの提言を具現化するための仕組みや方法等の提案 

（検討課題の整理・取りまとめ、専門委員会の開催支援等含む） 

（3）委託期間 令和 6年 6月～12月 

 

4 予算内訳 （石見神楽伝承内容検討事業 6,516千円） 

 ・コンサル委託料      5,813千円 

・専門検討委員会開催経費他  703千円 



１ 

 

 

 

 

【変更後】 

令和6年 6月定例会議以降 

【変更前】 

令和6年 3月定例会議まで 

（※コロナ対応として） 

・一人1回につき30分 

（答弁時間を含め原則60分） 

・一人1回につき20分 

（答弁時間を含め原則40分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言№                              受付№      

                           令和   年   月   日 

                                時   分  受付 

一  般  質  問  発  言  通  告  書 

議席番号   番   氏名            

 

答弁を求める者   市長 教育長 監査委員 選挙管理委員会委員長 

（○をつける）   農業委員会会長 固定資産評価審査委員会委員長 公平委員会委員長 

発言項目及び要旨 

 １ ……………について 

  (1)  ……………について 

   ① ……………はどのようになっているのか現状を伺う。 

   ② ……………は将来的に……………するおつもりはないのか考えを伺う。 

以下繰り返し 

議会運営における留意事項について 

1.一般質問の時間変更等について 

●浜田市議会基本条例 

（議員と市長等との関係） 

第７条 議会審議における議員と市長等との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係が保た

れていなければならない。 

（1）一般質問は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。 

（2）議長の要請により本会議等に出席した市長等は、議員からの質問等又は議員若しく 

は委員会による条例の提案、議案の修正案等に対して疑義等があるときは、議長又 

は委員長の許可を得て、これらに反問し、又は反論することができる。 

【注意点】 

◆通告書の①、②の小項目は、要旨を具体的に記載すること 

※数値だけを聞くのではなく、趣旨がわかるよう記載 

◆議員の考えや趣旨、市政上の論点・争点等が明確となるように記載すること 

※ 要旨を具体的に記載することで、執行部は十分な準備ができ、議員にとって、 

満足な答弁が得られ、充実した能率的な議会運営ができる 

令和6年5月24日 

全員協議会 



２ 

 

※以下は「個人一般質問の対面型・一問一答方式の導入について」から抜粋 

（２．４、５は省略） 

 

１．一問一答の基本構成 

 質問者(議員)は､通告書にしたがって市政に関する質問や提案を行う。 

＊ 通告小項目ごとの一問一答方式とする。 

 
 

（通告をした大・中・小項目のうち） 

１小項目①に対する質問① 

        

質問①に対する執行部答弁① 

                   

 答弁①に対する質問②             

                          

 質問②に対する執行部答弁②           

                          

 答弁②に対する質問③             

                       

 質問③に対する執行部答弁③ 

 

 答弁③に対する質問④ 

 

 質問④に対する執行部答弁④ 

 

 ２小項目②に対する質問① 

※以下繰り返し  

 

３．質問内容について 

一般質問は、大所高所からの政策を建設的立場の論議となるよう、次の４点については質

問を差し控えることを前提に、所管の委員会に関する質問の制限は行わないこととする。        

① 質問の内容が単なる事務的な見解を質すに過ぎないもの｡    

② 議案審議の段階でただせるもの｡               

③ 制度の内容説明を求めるもの｡                

④ 特定の地区の道路改修などを要望するもの｡   

 

 

 

「通告項目の表示方法」 

大項目は、１、２、３・・・ 

中項目は、(1)、(2)、(3)・・・ 

小項目(要旨)は、①、②、③・・・ 

（議事日程又はケーブルテレビで掲載する項目は、大項目

及び中項目とする） 再
質
問
以
降
の
や
り
と
り
（
②
～
④
は
再
質
問
） 

◎質問①は通告が必要である。 

◎質問②～④は通告不要であるが、答弁に対する

質問であり､新たな項目を質問することはできな

い。 

◎論議が収束しないときは議長が議事を整理す

る。 

 

【注意点】 

◆再質問は、あくまでも執行部の答弁に対する 

質問であり、新たな項目を質問してはいけない 

 



３ 

 

  

 

 【変更後】 

令和6年 6月定例会議以降 

【変更前】 

令和6年 3月定例会議まで 

・回数は制限しない。 

・一問一答とする。 

 

※委員会付託を予定されている所管委員

会の委員は、市長等の考えや方針を質す

場合のみ本会議で質疑を行い、詳細な質

疑は委員会で行う。 

※予算及び決算議案に対する質疑につい

ては、議長を除く全議員が予算決算委員

であるため、市長等の 考えや方針を質

す場合のみ本会議で行い、詳細な質疑は

予算決算委員会で行う。 

・1議題につき一人3回までとする。 

ただし、議長が必要と認めた場合はこの

限りでない。 

 

※委員会付託を予定されている所管委員 

会の委員は、市長等に基本的な考えを質 

す場合を除き、質疑は委員会で行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２.議案質疑の回数変更等について 

●浜田市議会会議規則 

（発言の許可）  

 第 49条 発言は、すべて議長の許可を得たあとにしなければならない。 

（発言の通告及び順序） 

 第 50条 会議において発言する議員は、議長の定めた期間内に、議長に発言通告書を提出しなけれ 

ばならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。 

 ２ 発言通告書には、質問、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しな 

ければならない。 

 ３ 発言の順序は、議長が決める。 

 ４ 発言の通告をした議員が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは 

議場にいないときは、その通告は効力を失う。 

（発言内容の制限） 

 第 54条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。 

 ２ 議長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することが 

できる。 

３ 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。 

 

【注意点】 

◆質疑の内容は、議題となっている事件について、賛成、反対又は修正等の判断が可能と 

なるように疑義や不明確な点を提出者から説明や意見を求め、さらに質すためのもので 

あるため、質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないとされている。 

※この場合の「自己の意見」とは、討論で述べるような事件についての賛否の意見をいう 

◆質疑は簡明である必要があるため、議題外にわたること、又はその範囲を超えることは 

できない。 



広報広聴機能の強化

1

• 今後の会議予定
• 募集内容、これからの活動、取組情報を公開

• 政務活動費や議⻑交際費の使途
• 委員会視察や会派視察の報告書活動を公開

• 審査結果、委員会等での検討結果
• 活動の結果報告、委員会会議録・動画

結果を公開

◆ホームページの充実

◆議会だよりの充実
（議会だよりmini）

◆地域井⼾端会の開催

◆意見交換会の開催

◆はまだ市⺠⼀⽇議会
の開催

広報活動 広聴活動

情報共有・住⺠参画の強化

◆浜田市議会のホームページ・YouTubeの二次元バーコード

各議員の名刺や活動報告リーフレット等に記載し、議会活動の周知にご活用ください

市議会ホームページ等における議会情報の公開について
令 和 6 年 5 月 2 4 日
全 員 協 議 会 資 料



2

① ③

②

④ ⑤

議題を掲載

会議3日前に
資料を掲載

会議終了後に
動画を配信

6

⑥

作成完了後に
会議録を掲載

市議会ホームページ（会議日程のページ）に、議案や会議の議題・資料・会議録
と動画を同じページで確認できるよう工夫

◆会議資料・動画・会議録の公開



 

災害時における議員安否確認等の情報共有訓練の実施について 

～令和 6 年度 浜田市議会防災訓練～ 

 

災害時における議会の組織体制や議員の行動基準等を確立し、議会機能を

維持するため、令和 4 年 12 月に浜田市議会 BCP（業務継続計画）を策定しま

した。この議会 BCP では、対象とする災害を想定した防災訓練を定期的に実

施し、災害対応に対する意識の醸成と対応行動の習得を図ることとしていま

す。 

昨年度は、地震発生時の議事進行や身を守る行動として収縮式ヘルメット

の着用訓練等を実施したところですが、今回は、各自の滞在場所での災害時

における議員の安否確認や情報共有訓練を開催します。 

 

1  訓練の実施日時等 

⑴ 日時  令和 6 年 6 月 2 日（日） 午前 9 時頃 

      ※浜田市総合防災訓練の開催日に併せて実施 

⑵ 想定  浜田市総合防災訓練における高齢者等避難発令に併せ、議長 

から議員の安否確認及び浜田市議会災害等対策支援本部の招 

集について、LINE によりメッセージを発信する 

⑶ 参加者 全議員、議会事務局長、議会事務局次長 

 

2  訓練の目的 

⑴ LINE を活用しての安否確認及び情報共有 

⑵ LINE を活用しての浜田市議会災害等対策支援本部の招集 

 

3  訓練の内容 

⑴【全議員対象】 

LINE を活用しての安否確認及び情報共有 

 ①議長は、LINE グループ「R6 浜田市議会 安否確認」により、議員等の 

安否確認等について、メッセージを発信する 

②議員等は、送信された LINE メッセージに対し、安否等について迅速かつ 

適切に返信する 

 

⑵【支援本部員のみ対象】 

LINE を活用しての浜田市議会災害等対策支援本部の招集 

 ①議長は、LINE グループ「R6 浜田市議会 災害等対策支援本部」により、 

支援本部招集について、メッセージを発信する 

②支援本部員等は、送信された LINE メッセージに対し、招集の可否を迅速 

かつ適切に返信する 

 

※支援本部員：議長、副議長、三浦議員、肥後議員、岡本議員、佐々木議員 

（局長、次長） 

         

令和 6 年 5 月 24 日 

全 員 協 議 会 資 料 



 

◎安否確認等の内容 

 ① 第一報としての LINE 活用 

 ◆まずは議員の安否等を LINE により確認 

 ①議長または局長は、議員の安否確認等を行うため、全議員へメッセージを 

発信する。  

  

 

 

 

 

 

 ②議員はメッセージに対して回答する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆浜田市議会：安否確認グループＬＩＮＥ◆  

 【注意事項】 

  災害時は様々な情報共有が必要ですが、それぞれが確認のためにメッセージを発信

すると、重要な事項が見失われる恐れがあるため、このグループＬＩＮＥでは、下記のと

おりとします。 

                             記 

  ①原則として、メッセージの発信は、議長または局長が行う。 

  ②議員は、発信されたメッセージの内容に対してのみ、簡潔明瞭に返信（回答）する。 

  ③各議員の回答に対して、他の議員はコメントや返信をしない。 

  ④グループＬＩＮＥに他の人を招待しない。 

  ※グループ以外の人に、本人の許可なく、ＬＩＮＥアカウントを提供しないでください。 

   

◆各議員は、メッセージの内容に対

して、聞かれた内容にのみ、簡潔に

回答する。 

 〇〇です。 

 1.＠＠＠＠ 

 2.＠＠＠＠ 

 

◆全議員へ発信するメッセージは、 

簡潔にわかりやすい表現とする。 

 議長（局長）の〇〇です。 

 〇点について回答してください。 

 1.＠＠＠＠ 

 2.＠＠＠＠ 

R〇浜田市議・・・安否確

既読

15:20 

R〇浜田市議・・・安否確

15:21 

※以下は浜田市議会 BCP から抜粋 



はまだ議会だよりの「委員会活動レポート」について 

 各委員会の取組をより広く伝えるため、令和 6 年 9 月発行の「はまだ議会

だより Vol.74」から原則全ての委員会について委員会活動レポートを掲載し、

原稿を各委員会で協議して作成することと議会広報広聴委員会にて協議し

決定しました。 

 詳細については以下のとおりです。 

 

1  原稿作成回数  

年4回 

2  ページ割当て及び原稿提出期限  

各定例会議開催1週間前の議会運営委員会終了後の議会広報広聴委員会に

て決定し、LINE WORKSにてお知らせ(定例会議の期間中に作成するイメージ

です) 

3  該当委員会 

総務文教委員会、福祉環境委員会、産業建設委員会、議会広報広聴委員

会、議会運営委員会、議会改革推進特別委員会（ページ割当てによっては担

当しない場合もあります） 

【掲載イメージ（Vol.72）】 
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